
公益財団法人消防育英会奨学金給付基準 
 

１ 非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令 (平成１８年総務省令第１１

０号)別表第２中、等級第１級から第３級までは消防育英会奨学規程(以下「奨学規程」

という。)第４条第２項に定める額を支給する。  

 

２ 同上、別表第２中、等級第４級については１０％減 

〃    〃        第５級  〃  ２０％減 

〃    〃       第６級  〃  ３０％減 

〃    〃      第７級  〃  ４０％減 

を奨学規程第４条第２項に定める額からそれぞれ減額して給付するものとする。  

 

３ 同上、別表第２中、等級第８級から第１４級のものについては奨学金を給付しない。

但し、現在奨学金をうけているものに限り奨学規程第４条第２項に定める給付額から５

０％減額して給付するものとする。  

 

４ 消防職員にあっては、「非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令別表第

２」とあるのは、「地方公務員災害補償法施行規則(昭和４２年自治省令第２７号)別表３」

と読み替えるものとする。  

 

附 則 

昭和４９年４月１日制定実施  

昭和５２年４月１日一部改正実施  

昭和５７年４月１日一部改正実施  

昭和６３年４月１日一部改正実施  

平成２０年４月１日一部改正実施  

平成２４年９月２６日一部改正実施  

平成２８年４月１日一部改正実施  

 


